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第 ５ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

令和３年12月15日(水曜日) 

            午前９時58分開議 

午前11時５分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和３年度熊本県一般会計補

正予算(第 14号) 

議案第10号 熊本県警察の警察署の名称、

位置及び管轄区域に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第11号 財産の取得について 

議案第12号 財産の取得について 

議案第13号 財産の取得について 

議案第27号 指定管理者の指定について 

議案第28号 指定管理者の指定について 

議案第33号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第５号 専決処分の報告について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ 

いて 

報告事項 

 ①熊本県手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 

 ②令和３年度全国学力・学習状況調査の

教育事務所管内等及び県立中学校の結

果と取組について 

 ③「夜間中学」についてのニーズ調査結

果の概要について 

  ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 吉 田 孝 平 

        副委員長 中 村 亮 彦 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 岩 田 智 子 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 古 閑 陽 一 

教育理事 野 尾 晴一郎 

教育総務局長 西 尾 浩 明 

県立学校教育局長 岩 本 修 一 

市町村教育局長 古 田   亮 

教育政策課長 井 藤 和 哉 

学校人事課長 磯 谷 重 和 

文化課長 宮 﨑 公 一 

施設課長 東   敬 二 

高校教育課長 重 岡 忠 希 

特別支援教育課長 牛 野 忠 男 

学校安全・安心推進課長 野 崎 康 司 

体育保健課長 平 江 公 一 

義務教育課長 竹 中 千 尋 

社会教育課長 須 惠 勝 幸 

人権同和教育課長 井 上 大 介 

警察本部 

本部長 山 口 寛 峰 

警務部長 植 田 有 佐 

生活安全部長 山 川   潔 

刑事部長 開 田 哲 生 

交通部長 平 木 敏 史 

警備部長 濱 田 聡 朗 

首席監察官 林   秀 典 

参事官兼警務課長 松 永   透 

理事官兼会計課長 田 中 弘 哉 

参事官 

兼生活安全企画課長 二子石 和 浩 

参事官兼刑事企画課長 國 生 徹 哉 

参事官兼交通企画課長 村 上 敏 幸 

参事官(運転免許） 金 子 慎 一 

参事官兼警備第一課長 荒 木 和 郎 

参事官兼総務課長 西 村   博 
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理事官兼交通規制課長 内 田 義 朗 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 宗 像 克 彦 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○吉田孝平委員長 ただいまから第５回教育

警察常任委員会を開会いたします。 

 なお、今回の委員会からインターネット中

継が行われます。委員並びに執行部におかれ

ましては、発言内容が聞き取りやすいよう

に、マイクに向かって明瞭に発言いただきま

すようお願いします。 

 まず、警察本部長が人事異動後初めての委

員会出席になりますので、自席からの自己紹

介をお願いします。 

  （警察本部長の自己紹介) 

○吉田孝平委員長 それでは、本委員会に付

託された議案を議題とし、これについて審査

を行います。 

 まず、議案等について、警察本部、教育委

員会の順に説明を求めた後、一括して質疑を

受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま、簡潔に

お願いします。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、山口警察本部長。 

 

○山口警察本部長 委員の皆様方におかれま

しては、平素から警察行政の各般にわたり御

支援、御協力をいただいているところであ

り、この場をお借りし、心から御礼を申し上

げます。 

 また、11月に行われた管内視察におきまし

ては、阿蘇警察署及び警察学校を御視察いた

だきまして、誠にありがとうございました。 

 それでは、今回県警察から提案しておりま

す５件の議案等につきまして、概要を御説明

いたします。 

 まず、予算関係でございます。 

 議案第１号、令和３年度熊本県一般会計補

正予算第14号については、第49回衆議院議員

総選挙違反取締りに要する時間外勤務手当と

して、4,200万円の増額補正をお願いするも

のでございます。 

 また、今年度内に事業を完了しない可能性

がある工事関係経費等について、繰越明許費

の設定及び令和４年度当初から業務を開始す

る必要がある事業について、債務負担行為の

設定をそれぞれお願いしております。 

 次に、条例等関係でございます。 

 議案第10号、熊本県警察の警察署の名称、

位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正

する条例の制定については、熊本市の住居表

示整備事業による町名変更に伴い、警察署の

管轄区域の表記を変更するものでございま

す。 

 議案第33号、専決処分の報告及び承認につ

いては、専決処分をさせていただきました１

件の交通事故の和解及び損害賠償額の決定に

ついて、承認をお願いするものでございま

す。 

 次に、報告関係でございます。 

 報告第５号、専決処分の報告については、

専決処分をさせていただきました５件の交通

事故の和解及び損害賠償額の決定についての

御報告でございます。 

 最後に、その他の報告事項として、総務常

任委員会で御審議いただいております熊本県

手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明させていただきます。 

 これは、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改

正によるクロスボウ所持許可制の開始に伴

い、クロスボウ所持許可申請等に関する手数

料を新設するものでございます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から
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説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○吉田孝平委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○田中会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして、お手元の説明

資料に基づき説明いたします。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 議案第１号、令和３年度熊本県一般会計補

正予算(第14号)でございます。 

 歳出予算として、警察本部費で4,200万円

の増額をお願いしております。 

 これは、職員の時間外勤務手当の所要額

で、第49回衆議院議員総選挙違反取締りへの

対応で不足が見込まれることから、増額をお

願いするものでございます。補正後の警察費

歳出予算の総額は、385億8,564万円となりま

す。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 上段の繰越明許費でございます。 

 まず、１段目の項の欄、警察管理費で１億

7,356万円の設定をお願いしております。 

 これは、警察棟空調機更新工事など警察施

設整備に関する事業で、他部局における関係

所属間の協議等に時間を要しておることか

ら、年度内に工事を完了しない可能性がある

ため、繰越しの設定を行うものでございま

す。 

 次に、２段目の警察活動費で8,394万1,000

円の設定をお願いしております。 

 これは、警察車両の購入に関する事業で、

世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延に

伴い、半導体の供給不足や生産工場の休止に

より年度内に納品が完了しない可能性がある

ため、繰越しの設定を行うものでございま

す。 

 次に、下段の債務負担行為補正でございま

す。 

 警察関係業務につきまして、総額８億

8,404万7,000円の増額変更をお願いしてお

り、補正後の限度額は25億5,514万8,000円と

なります。 

 右側に記載しております「第４回アジア・

太平洋水サミット」警備対策事業につきまし

ては、現地本部で使用する備品の手配、サミ

ット開催中の交通規制情報に関する広報用の

チラシ等について、一般競争入札の手続に所

要の時間を要するため、債務負担行為を設定

するものでございます。 

 また、そのほか、説明欄に記載しておりま

す各種業務委託につきましては、令和４年４

月１日から業務を開始する必要があり、一般

競争入札の手続に所要の時間を要することか

ら、債務負担行為を設定するものでございま

す。 

 予算関係議案は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○西村総務課長 総務課です。 

 第10号議案、熊本県警察の警察署の名称、

位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正

する条例の制定について御説明いたします。 

 資料３ページから５ページまでになりま

す。 

 熊本市の第47次住居表示整備事業により、

令和３年11月29日から、熊本市中央区十禅寺

町及び世安町の一部の町名が変更され、十禅

寺町が十禅寺四丁目に、世安町の一部が世安

一丁目、世安二丁目、世安三丁目及び十禅寺

四丁目へと区画されたことから、これらの区

域を管轄する熊本南警察署の管轄区域の表記

の一部を改正し、公布の日から施行するもの

であります。 

 なお、本改正は、管轄区域の表記の変更で

あり、警察署の管轄区域そのものを変更する

ものではありません。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 
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○林首席監察官 監察課でございます。 

 まず、議案第33号、専決処分の報告及び承

認について御報告させていただきます。 

 資料は、７ページ、８ページを御覧くださ

い。 

 令和３年３月５日に発生した熊本東警察署

の地域警察官が運転する小型警ら車、通称ミ

ニパトでございますが、これと熊本市の路面

電車が衝突した交通事故について、損害賠償

額が決定し、和解が成立しましたので御報告

するものでございますが、賠償額が500万を

超えておりますことから、地方自治法第179

条第１項の規定に基づき専決処分させていた

だいた内容を御報告するとともに、議会の御

承認をいただくものでございます。 

 本件は、水前寺公園交番に勤務する警察官

が、現場臨場のため小型警ら車を運転し、交

番から路面電車の軌道敷内を横切って健軍方

面へ右折進行しようとしたところ、渋滞車両

の影響で路面電車の接近に気づくのが遅れ、

健軍方面から水道町方面へ進行していた路面

電車と衝突したものでございます。 

 この事故は、県側に100％過失のある事故

であり、相手方の損害額806万3,000円の全額

を県が負担することで和解が成立したもので

ございます。 

 なお、損害賠償金につきましては、全額加

入しております任意保険から支払い済みとな

っております。 

 幸いにして乗客等にけが人はなかったもの

の、警察車両が熊本市の路面電車の運行に影

響を与えるような事故を起こしてしまいまし

たことを、改めておわび申し上げますととも

に、職員への指導を徹底し、再発防止に努め

てまいります。 

 次に、報告第５号の専決処分について御報

告させていただきます。 

 資料は、９ページ、10ページを御覧くださ

い。 

 令和２年９月から令和３年８月にかけて発

生した本県警察職員が運転する公用車による

５件の交通事故に関し、事故の相手方と熊本

県の間で損害賠償の額が決定し、和解が成立

しましたので、報告させていただきます。 

 事故の概要につきましては、11ページの資

料のとおりでありますが、５件の交通事故の

うち、番号１から番号４の事故につきまして

は、停車中の車両に対する追突や後退する際

に駐車していた車両に衝突するなどしたもの

で、県側の過失が９割から10割の事故であ

り、県側から資料のとおりの賠償額を支払

い、和解が成立いたしました。番号５の交通

事故に関しましては、県側の過失が小さく、

県側からの賠償はなく、和解が成立している

ものでございます。 

 なお、賠償につきましては、加入している

任意保険を使用して全額支払い済みでござい

ます。 

 損害賠償が発生しました４件の事故につき

ましては、運転者及び同乗者の不注意による

事故であり、職員への指導をさらに徹底し、

公用車の交通事故防止に努めてまいります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 次に、教育長から総括説

明を行い、続いて、担当課長から順次説明を

お願いいたします。 

 初めに、古閑教育長から説明をお願いしま

す。 

 

○古閑教育長 委員の皆様方には、日頃から

教育行政全般にわたりまして深い御理解と御

支援をいただいており、厚く御礼を申し上げ

ます。 

 去る11月19日の管内視察におきましては、

執行部も同行させていただき、ありがとうご

ざいました。現地で得られました情報を今後

の施策に役立ててまいりたいと思っておりま
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す。 

 それでは、今回提案しております教育委員

会関係議案の概要について御説明をいたしま

す。 

 今回提出しておりますのは、予算関係が１

議案、条例等関係５議案でございます。 

 まず、11月補正予算ですが、教育委員会総

額で１億3,674万円余の増額補正をお願いし

ております。 

 主な内容としましては、教育委員会事務局

職員の時間外勤務手当や本年８月の大雨によ

り被災した教育施設の災害復旧に要する経費

等でございます。 

 また、県立学校及び県有施設の改修工事等

に係る繰越明許費の設定、指定管理業務等に

係る債務負担行為の追加についてもお願いし

ております。 

 次に、条例等議案ですが、教育用工作機械

等に係る財産の取得外４議案について提案を

しております。 

 最後に、その他報告事項として、令和３年

度全国学力・学習状況調査の教育事務所管内

等及び県立中学校の結果と取組ほか１件につ

いて御報告させていただきます。 

 今回提出しております議案等の概要でござ

います。詳細につきましては、関係課長が説

明いたしますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

 

○吉田孝平委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 お手元の説明資料、(令和３年度11月補正

予算等)と記載の資料を御覧ください。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 11月補正予算について説明します。 

 １段目の事務局費ですが、教育委員会事務

局の時間外勤務手当の増額でございます。 

 学校人事課で教育委員会の予算を措置し、

各課及び出先機関へ配当を行っております。

コロナ対策ほか教育に係る喫緊の課題などに

より時間外勤務手当が不足し、7,000万円の

増額補正をお願いするものです。 

 続きまして、２段目から、教育振興費、全

日制高等学校管理費、特別支援学校費の県立

学校感染症対策等の学校教育活動継続支援事

業ですが、各県立学校の希望を踏まえ、学校

教育活動を円滑に継続するためのコロナ対策

に必要な備品等の購入に要する経費でござい

ます。 

 １校当たりの国の補助上限額が引き上げら

れたため、増額補正をお願いするものです。

県立中学校、県立高等学校及び特別支援学校

の費用として、事業の合計で1,090万円を計

上しております。 

 以上、総額8,090万円の増額補正をお願い

しております。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の３ページ上段をお願いいたしま

す。 

 教育施設災害復旧費ですが、84万7,000円

を計上しております。 

 右側の説明欄１、(1)鞠智城跡災害復旧事

業ですが、本年８月の大雨により被災した園

路の災害復旧に要する経費を計上するもので

ございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の３ページ下段をお願いいたしま

す。 

 教育施設災害復旧費ですが、5,500万円を

計上しております。 

 これは、右側の説明欄にございますよう

に、令和３年８月の大雨により被災した県立
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学校施設、天草拓心高校の果樹園のり面の復

旧に要する経費を計上するものでございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 繰越明許費補正の追加でございます。 

 まず、１段目の教育費の右側説明欄の文化

財保存事業については、工事に伴う環境保全

対策により設計変更及び工程の見直し等に日

数を要し、年度内の執行が困難となったた

め、353万円の設定をお願いするものでござ

います。 

 次に、２段目の災害復旧費の説明欄、文化

財災害復旧事業につきましては、耐震補強等

の追加調査により設計変更及び工程の見直し

等に日数を要し、年度内の執行が困難となっ

たため、１億3,204万8,000円の設定をお願い

するものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○東施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の５ページ上段をお願いします。 

 １段目の教育費の高等学校費は、右側の説

明欄にございます熊本北高校ＵＤ改修工事ほ

か32件について、２段目の特別支援学校費

は、荒尾支援学校高等部移転工事ほか16件に

ついて、災害復旧関連工事を優先したこと

や、設計及び工事施工に日数を要し、年度内

の執行が困難となったため、それぞれ22億

4,634万3,000円及び14億4,857万7,000円の設

定をお願いするものでございます。 

 次に、３段目の災害復旧費の教育災害復旧

費ですが、これは、今回補正予算として計上

した天草拓心高校の令和３年８月大雨災害復

旧工事について、災害査定が年末となったた

め、設計や工事施工に係る工期が確保でき

ず、年度内の執行が困難となったため、

5,500万円の設定をお願いするものでござい

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の５ページ下段をお願いいたしま

す。 

 教育費の高等学校費ですが、これは、熊本

工業高校実習棟改築(第Ⅱ期)設備整備事業に

ついて、実習棟改築工事の工期延長に伴い、

産業教育設備の年度内整備が困難となったた

め、4,937万5,000円の設定をお願いするもの

でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○須惠社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の６ページをお願いします。 

 教育費の社会教育費ですが、１段目の菊池

少年自然の家及びあしきた青少年の家の大規

模改修について、入札不調等により工期が確

保できず、年度内の執行が困難となったた

め、１億9,306万5,000円の設定をお願いする

ものでございます。 

 次に、２段目の県立図書館機能保全事業で

すが、災害復旧関連工事を優先したことや設

計に日数を要し、年度内の執行が困難となっ

たため、3,414万円の設定をお願いするもの

でございます。 

 ３段目の全国都市緑化フェアに係る特別展

ですが、令和４年５月に終了することが確定

したことにより、年度内の執行が困難となっ

たため、174万8,000円の設定をお願いするも

のでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 
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○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の７ページ上段をお願いします。 

 債務負担行為補正の追加について御説明し

ます。 

 県立美術館分館管理運営業務に係る債務負

担行為の設定でございます。 

 指定管理者制度を導入している県立美術館

分館について、本年度末で指定管理期間が終

了することから、新たな指定管理者の指定に

伴い、令和４年度から令和６年度までの債務

負担行為を設定するものでございます。 

 指定管理委託料として、１億2,600万9,000

円を計上しております。 

 なお、指定管理者の指定につきましては、

後ほど改めて条例等議案関係で御説明いたし

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○牛野特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の７ページ下段をお願いいたしま

す。 

 ほほえみスクールライフ支援事業ですが、

これは、県立特別支援学校及び県立高等学校

の児童生徒へ医療的ケアを行うために看護師

を配置するもので、看護師を派遣する医療機

関との令和４年度分の業務委託手続におい

て、契約締結まで３か月程度を要するため、

債務負担行為を設定するものでございます。 

 業務委託料として、8,990万3,000円を計上

しております。 

  以上でございます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○須惠社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の８ページをお願いします。 

 指定管理者制度を導入している熊本県立天

草青年の家ほか３施設について、本年度末で

指定期間が終了することから、新たな指定管

理者に令和４年度から令和８年度までの指定

管理委託を行う必要があるため、債務負担行

為を設定するものでございます。 

 指定管理委託料として、15億7,881万1,000

円を計上しております。 

 なお、指定管理者の指定については、後ほ

ど改めて条例等議案関係で御説明いたしま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○重岡高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 条例等議案関係について説明をさせていた

だきます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 財産の取得について、今回、３つの議案を

提案しております。 

本日は、右側の条例等議案関係の概要に沿

って説明させていただきます。 

 まず、11ページの第11号議案ですが、１の

取得理由は、本県教育委員会において、県立

高校のうち、工業関係高校７校で使用する工

作機械を購入するものでございます。 

 ２の契約内容でございますが、八代工業高

校ほか６校分で、メカニカルシャーリング７

台を導入します。 

 契約の相手方は、関東物産株式会社熊本営

業所。納入期限は、令和４年２月28日。契約

金額は、7,546万円。契約の方法は、一般競

争入札ＷＴＯとなっております。 

 ３のスケジュールでございますが、令和３

年10月に仮契約の締結を行っており、本議会

議決後の12月には本契約の締結、その後、令

和４年２月までに導入を予定しております。 

 続いて、説明資料の13ページをお願いいた

します。 

 ２つ目の第12号議案ですが、１の取得理由
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は、本県教育委員会において、県立高校のう

ち、工業関係高校６校で使用する工作機械を

購入するものでございます。 

 ２の契約内容ですが、八代工業高校ほか５

校分で、コンピューター計測制御型万能材料

試験機６台を導入します。 

 (2)契約の相手方以下は、記載のとおりで

ございます。 

 ３のスケジュールにつきましては、第11号

議案と同様ですので、説明は省略させていた

だきます。 

 続きまして、説明資料の15ページをお願い

します。 

 ３つ目の第13号議案ですが、１の取得理由

は、本県教育委員会において、県立高校のう

ち、工業関係高校９校及び農業関係高校４校

で使用する工作機械を購入するものでござい

ます。 

 ２の契約内容ですが、八代工業高校ほか12

校分で、レーザー加工機一式13台を導入しま

す。 

 (2)契約の相手方以下は、記載のとおりで

ございます。 

 ３のスケジュールにつきましても、第11号

議案と同様ですので、説明は省略させていた

だきます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○宮﨑文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 第27号議案として、指定管理者の指定につ

いて御説明いたします。 

 これは、地方自治法の規定により、県議会

の議決を得る必要があるため、提案するもの

です。 

 見開きで、左側のページに議案の本文を掲

載しておりますが、本日は、右側の17ペー

ジ、条例等議案関係の概要に沿って説明させ

ていただきます。 

 まず、１、選定の経緯ですが、本年８月に

公募を行い、応募がありました１団体につい

て、運用指針に従って、10月11日に外部選考

委員５名から成る選考委員会で審査、選考

し、10月14日の運営会議において、選定に関

し審議を行い、11月２日の県教育委員会を経

て指定管理候補者を選定しております。 

 次に、２、事業内容ですが、(1)指定管理

者の業務内容については、記載のとおりでご

ざいます。 

 (2)指定期間は、令和４年４月１日から３

年間でございます。 

 ３、審査結果等ですが、指定管理候補者

は、株式会社熊本県弘済会でございます。 

 審査の結果、500点満点中391点、78.2％と

なっております。 

 (2)選定理由でございますが、サービス向

上を図るため、各種研修や訓練を通して人材

の育成を行うなど具体的かつ実現性の高い事

業計画であるなど、記載の３点が評価された

ものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○須惠社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の18ページをお願いします。 

 第28号議案として、指定管理者の指定につ

いて御説明いたします。 

 本日は、右側の19ページ、条例等議案関係

の概要に沿って説明させていただきます。 

 まず、１、選定の経緯ですが、令和３年８

月に公募を行い、応募がありました１団体に

ついて、運用指針に従って、10月４日に指定

管理候補者選考委員会で審査、選考を行い、

10月14日の指定管理者制度運営会議におい

て、選定に関し審議し、11月２日の県教育委

員会を経て指定管理候補者を選定しておりま

す。 

 次に、２、事業内容ですが、記載のとお
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り、指定期間は、令和４年４月１日から令和

９年３月31日までの５年間でございます。 

 ３、審査結果等ですが、指定管理候補者

は、ひとづくりＪＡＰＡＮネットワーク・三

勢共同体でございます。 

 審査の結果、500点満点中426点、85.2％と

なっております。 

 選定理由でございますが、事前相談の質向

上への取組や担当者セミナーの実施、有資格

者の継続的な確保と適切な人員配置及び安全

管理面でのリスク低減が評価されたものでご

ざいます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 まず先に、警察本部に係る質疑を受け、そ

の後、教育委員会に係る質疑を受けたいと思

います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりと

した口調で発言いただきますようお願いいた

します。 

 それでは、警察本部に係る質疑はございま

せんか。 

 

○髙木健次委員 ページ数は７ページですけ

れども、専決処分の１件、それと、次の８ペ

ージの報告の５件の件ですが、第33号につい

ては、先ほど説明がありました。路面電車と

衝突というか、その辺の損害賠償額が800万

を超えたということなんですけれども、普

通、路面電車というのは、軌道敷を走って、

非常に一番目立つところを走って、路側帯と

いいますか、軌道敷の隣には、注意しなさい

よというふうな白線を引いてあるわけですよ

ね。めったに路面電車と衝突するということ

は、一般車両でも少ないと思うんですけれど

も、たまたま側面からぶつかったということ

で、金額も800万を超える大きな事故につな

がっている。幸いけが人がなかったというこ

とで安心しておりますけれども、また、あわ

せて、報告の５件も、各個人の車両と衝突と

いうことでありますけれども、ちょっと私が

言いたいのは、この路面電車との衝突も、80

0万を超える大きな事故といいますか、そう

いうことになって、ちょっと――毎回毎回こ

の件については、この委員会でも指摘をされ

るんですけれども、やっぱり皆さんの、何と

いうか、ふだんからの注意といいますか、そ

れが非常に大事じゃないのかなと。特に路面

電車と衝突というのは、非常に市民から見て

も、普通あり得ない事故じゃないのかなとい

う感じがします。ちょっと注意が緩慢になっ

ているのかなという気持ちもしますので、そ

の辺はこれから非常に指導を徹底するという

ことでありましたが、重ねてこの辺はしっか

りと対応していかなければ、毎回毎回こうい

う、それも100対ゼロとか、損害の割合が非

常に、県のほうが、県警察本部が100という

大きな事故の比率ですから、ここはしっかり

やっぱり本部長のほうからも、しっかりと対

策を練るなり、担当のほうもしっかりとこの

辺は、やっぱり職員のほうですね、気を促し

ていただきたいといいますか、注意をしてや

っていかなければならないのかなという感じ

がしますので、その辺について、林首席監察

官ですか、もう一度ちょっとお聞かせくださ

い。 

 

○林首席監察官 熊本県警察としましても、

職員の公用車交通事故の多発状況を大変重く

受け止めておりまして、これまでも事故当事

者や所属の幹部を本部へ招致指導したり、全
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職員に対する事故原因に基づく具体的な指導

教養、各所属における運転訓練の実施などに

取り組んでいるところでございますが、さら

に踏み込んだ指導が必要ではないかと考えて

いるところであります。 

 最近の公用車交通事故を見てみると、運転

技能の未熟ですとか、自己の運転技能を過信

した事故というのも多く発生しているところ

であり、運転技能向上や安全運転意識向上に

向けた踏み込んだ対策が必要であると考えて

おります。 

 最近、高齢者をはじめとする交通安全教育

のシステムとして、交通部のほうで運転技能

自動評価システム、通称オブジェと呼んでお

りますけれども、これを導入させていただい

ております。 

 このシステムは、運転手個々の特性を可視

化することができるシステムであり、運転中

の安全確認の度合いですとか、アクセルやブ

レーキの使い方などを数値化して、運転技量

を自動で評価してくれるシステムでございま

す。 

 このシステムを職員の交通安全教育にも活

用しようということで、本日御報告させてい

ただいた路面電車の衝突を受けた職員には、

既にこのシステムを導入した安全教育を受け

させたところでございます。 

 今後も、様々な対策を検討しながら、公用

車交通事故の防止に万全を努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 今、林首席監察官から、オ

ブジェという、自動システムですかね、こう

いうものも取り入れて対策を講じているとい

うことですが、今までこういう事故を起こさ

れた職員の皆さんも、ただ、緊急の場合と

か、非常にやっぱり普通の我々が走行するよ

うな運転じゃなくして、緊急を要する場合と

か、いろいろ事情は違うと思うんですよね。

ただ、やっぱり専門ですから、交通パトロー

ルとか、そういう公用車の運転をされる方

は、非常にやっぱりこの辺はしっかりと注意

していただきたいというふうに思っておりま

すので、これからも乗務員の教育徹底、交通

指導の安全にしっかりと取り組んでいただき

たいというふうに思っております。 

 委員長、以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

 

○田代国広委員 警察関係の２ページの繰越

明許ですけれども、車両購入費の8,394万

1,000円、車両購入費を繰り越さなきゃなら

ないことに多少違和感を感じますが、その理

由とこの財源の内訳についてお尋ねしたいと

思います。 

 

○田中会計課長 まず、委員御指摘の警察車

両購入費の繰越しの理由についてであります

が、メーカーと、業者と契約は行っておりま

すが、メーカーのほうから、先ほど申しまし

たとおり、コロナの影響で生産台数が追いつ

かないということで、納品が今年度中に間に

合うかどうかの確証が得られないという返事

をいただいております。そこで、間に合わな

い場合を想定しまして、今回、繰越明許費の

設定をお願いするものでございます。 

 また、財源につきましてですが、この警察

車両の購入費につきましては、全額一般財源

となっております。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で警察本

部に係る質疑を終了します。 

 引き続き、教育委員会に係る質疑はござい

ませんか。よろしいですか。――なければ、

以上で質疑を終了します。 
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 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号、第10号から第13号ま

で、第27号、第28号及び第33号について、一

括して採決したいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外７件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外７件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が３件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、御報告をお願いします。 

 

○二子石生活安全企画課長 生活安全企画課

でございます。 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例の

制定について説明いたします。 

 説明資料、その他の報告事項１ページと２

ページをお願いいたします。 

 令和４年３月15日に改正銃砲刀剣類所持等

取締法が施行されまして、クロスボウの所持

が都道府県公安委員会による許可制となりま

す。 

 これに伴いまして、クロスボウ所持許可関

係手数料を追加した地方公共団体の手数料の

標準に関する政令の一部を改正する政令も同

日施行されますが、地方自治法で、手数料を

全国的に統一して定めることが特に必要なも

のとして、政令で定める事務については、政

令で定める金額の手数料を徴収することを標

準として条例を定めなければならないと規定

されております。このため、本県におきまし

ても、クロスボウ所持許可申請に関する手数

料を新設する必要があります。 

 新設する手数料につきましては、資料の

２、(1)アからカに記載した14件となりま

す。 

 なお、本条例制定の議案につきましては、

知事部局財政課から提出されます。 

 参考といたしまして、クロスボウに係る改

正銃砲刀剣類所持等取締法の背景と内容につ

いて説明いたします。 

 今回の銃砲刀剣類所持等取締法の改正は、

最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実

情等に鑑み、クロスボウによる危害の発生を

防止するため、許可を受けた者が所持する場

合を除いてその所持を禁止するとともに、そ

の所持許可の要件及び所持許可を受けた者の

義務などを定めた内容となっております。 

 お手元の写真をお願いいたします。 

 この写真に写っておりますものは、クロス

ボウでございます。 

 クロスボウの定義について御説明いたしま

す。 

 引いた弦を固定し、これを解放することに

よって矢を発射する機構を有する弓のうち、

矢の運動エネルギーの値が人の生命に危険を

及ぼし得るものとして、内閣府令で定める数

値以上となるものを言います。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い

いたします。 
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○竹中義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 お手元の説明資料、(その他報告事項)教育

委員会と記載の資料を御覧ください。 

 資料１ページをお願いいたします。 

 令和３年度全国学力・学習状況調査の教育

事務所管内等及び県立中学校の結果と取組に

ついて御報告いたします。 

 １、教育事務所管内等の状況、(1)教科に

関する調査結果概要について、表１段目は全

国平均、２段目は県平均の正答率です。 

 県平均は、小学校では、国語は全国平均を

上回り、算数は全国平均とほぼ同じ状況にあ

ります。中学校では、国語は全国平均とほぼ

同じ状況にあり、数学は全国平均を下回って

おります。 

 ３段目以降は、各教育事務所管内、山鹿市

及び熊本市教育委員会の平均、網かけをして

いる部分は、全国平均を上回っている項目で

す。 

 次に、(2)県教育委員会の主な取組につい

て御説明いたします。 

 県教育委員会では、学力向上推進本部を設

置し、県全体一体となって熊本の学びを推進

しています。 

 本年度からの３年間は、誰一人取り残すこ

とのない学びの保障と教員一人一人の授業力

向上を柱とした「熊本の学び」アクションプ

ロジェクトを展開しております。 

 主な取組は４点です。 

 １点目は、各学校の教員一人一人の授業力

向上に向けた研修の実施です。 

 「熊本の学び」スタートアップ研修では、

県の指導主事を学校に派遣しております。課

題である中学校数学については、中学校全て

の数学担当教員を対象に、文部科学省教科調

査官によるオンライン研修を行ったところで

す。 

 ２点目は、支援を必要とする学校及び若手

教員の授業力向上に向けた訪問指導の実施で

す。 

 学力向上重点支援地域を指定し、学力向上

アドバイザーを配置するとともに、市町村教

育委員会と連携した学校支援を行っておりま

す。 

 ３点目は、各学校が行う授業改善や校内研

修の取組を支援する参考資料の提供です。 

 全国学力・学習状況調査結果等の分析方法

や校内研修で活用できる資料をホームページ

に掲載しております。 

 資料２ページをお願いいたします。 

 ４点目は、取組の成果等を検証する県学

力・学習状況調査の実施です。 

 調査結果を基に、教員の授業及び子供の学

習状況の成果と課題を明らかにし、学校総体

で改善に取り組むサイクルの確立を図りま

す。 

 実施後は、学習のアドバイス等を記した個

人票及び子供一人一人の課題に対応した学習

プリントを提供しております。 

 ２、県立中学校の状況については、表のと

おり、国語、数学ともに全国平均を上回って

おります。 

 県立中学校における主な取組としては、探

求型学習の推進、研修会実施による授業力向

上、ＩＣＴの活用推進などに取り組み、中高

一貫教育校としての特徴を生かした教育実践

を推進しております。 

 続きまして、資料３ページをお願いいたし

ます。 

 今回、本県において、夜間中学の設置につ

いて検討するため、夜間中学への入学が想定

される方々のニーズを詳細に把握することを

目的に、11月１日から約１か月の期間で夜間

中学についてのニーズ調査を行いましたの

で、その調査結果の概要について御報告いた

します。 

 回答は、11月末時点で139件寄せられまし

た。そのうち、家の近くに夜間中学があった

ら勉強したいですかの問いに対し、勉強した
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いと回答された方が108名でした。また、そ

の年齢構成については、グラフにあるとお

り、各年代にわたっております。 

 国籍で最も多かったのは日本で、およそ８

割です。その他、回答数が多かった国籍は、

フィリピン、ベトナムでございました。 

 最後に、勉強したい方の居住地ですが、最

も多かったのは熊本市で、およそ４割、熊本

市を含む県央学区に居住している方からの回

答が半数を超えるという結果でございまし

た。 

 今後、アンケートの回答内容をさらに分析

し、その結果を踏まえて、熊本市教育委員会

等関係機関との調整を図り、年度内を目途

に、設置に関する基本的な考え方を取りまと

めたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉田孝平委員長 以上で執行部の報告が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はございませんか。 

 

○前田憲秀委員 今御報告があった夜間中学

についての調査概要についてなんですけれど

も、３ページ、回答数は139件のうちという

説明でした。ごめんなさい、ちょっと聞き漏

れがあったかもしれませんけれども、総数は

どれぐらいだったんでしょうか。 

 

○竹中義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 こちら、回答総数が139件でございまし

た。 

 

○前田憲秀委員 ごめんなさい、調査をした

対象数――回答は139ですよね。その調査を

した総数はあるんですかね。 

 

○竹中義務教育課長 本調査につきまして

は、日本語、韓国語、中国語等のはがきつき

アンケート用紙を計２万枚、県内約500か所

の機関に送付いたしました。 

 その500機関については、この夜間中学入

学対象者、あと関わりが深い施設、国際交流

施設、福祉関係、フリースクール等でござい

ます。 

 

○前田憲秀委員 ２万枚配布ということです

けれども、例えば、回答が139件あったとい

うことですけれども、どれぐらいの人がこの

ニーズ調査を見たというのは、そこまでは分

からないんですよね。 

 

○竹中義務教育課長 今委員御指摘のとお

り、このチラシを御覧になった方の数という

ものは把握しておりませんけれども、我々と

しては、実施をするに当たっては、記者会見

を行い、新聞やテレビ等でも取り上げていた

だき、その結果、回答数が増えたという状況

もございました。 

 

○前田憲秀委員 分かりました。 

 この夜間中学に向けてのいろんな調査、し

っかり時間をかけてやられるというお話を聞

きましたので、まだまだ、その思いはあるけ

れども、そういう調査があったのも分からな

いという方も、対象者もいるはずだと思いま

すので、そこもしっかり漏れがないように頭

にとどめといていただければというふうに思

います。これからも様々調査をやられると思

いますので、よろしくお願いします。 

 

○吉田孝平委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○岩本浩治委員 クロスボウの件でお聞きし

たいんですが、このクロスボウは、銃刀法に

係るということですけれども、これは狩猟に
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使ったりするんですか。競技だけに使うんで

しょうか。それと、大体県内にクロスボウを

持っていらっしゃる方がどのくらいいるのか

なと。その方々は何に使っているのかなとい

うことをちょっとお聞きしたいんですが。 

 

○二子石生活安全企画課長 委員からの質問

でございますけれども、使用目的でございま

すが、狩猟、そして標的射撃、そして有害駆

除に限定されます。 

 また、県内でどのぐらい所持されているか

というのは、現在、把握できない状態にあり

ます。 

 しかしながら、銃刀法の改正が公布されま

して、警察としましては、広報啓発活動をや

っておりまして、来年の９月15日以降、許可

も受けなくて所持しますと不法所持となりま

すことから、必要のない方には提出していた

だくように作業を進めているところでありま

す。 

 なお、参考としまして、10月末現在で16丁

提出を受けております。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員 来年ですか、再来年からこ

うなれば、銃器屋で買うわけですよね。銃器

屋しか売ってないんでしょう、鉄砲屋しか、

こういうのは。 

 

○二子石生活安全企画課長 県内で販売して

いる店舗は、現在のところ把握はしておりま

せん。しかしながら、インターネットで販売

しているのが多数ございます。 

 この販売店につきましても、公安委員会へ

の届出が義務となります。それで、販売する

ほうについても、規制がかかるというところ

でございます。 

 

○岩本浩治委員 分かりました。 

 やっぱり十分調査して、どのくらい県民が

持っているか、何に使っているかも確認しと

かないかぬのじゃないかな。ヘルメットなん

かは普通に打ち抜いていますから。 

 以上です。 

 

○吉田孝平委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了します。 

 次に、その他に入りますが、ここで私のほ

うから１つ御提案がございます。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取組

の一つとして、平成27年度から、常任委員会

ごとに１年間の常任委員会としての取組の成

果を、２月定例会終了後に県議会のホームペ

ージで公表することとしております。 

 ついては、これまでの各委員から提起され

た要望、提案等の中から、執行部において取

組の進んだ項目について、私と副委員長で取

組の成果案を取りまとめた上で、２月定例会

の委員会で委員の皆様へお示しし、審議して

いただきたいと考えておりますが、よろしい

でしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員から何かございませ

んか。 

 

○岩田智子委員 教育委員会のほうなんです

けれども、先日、新型コロナ感染症に係る不

安や悩み等の調査結果が出されました。その

件についてちょっと尋ねたいんですけれど

も、子供たちの中で、その不安や悩み等があ

る割合とかも減って、ちょっとよかったかな

と思っています。感染の割合が少し減ってき

ているのも影響があるかなというふうに思っ

ています。 

 この中で、公立小学校や中学校、高校でそ

れぞれ調べてあるんですが、地域性とかはこ
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れはありますかというのが１つの質問です。 

 それと、感染症に関する差別とか不安とか

悩みとか、そういうふうな具体的な問題が上

がってきているのかどうかということと、そ

れから、先生方、スクールカウンセラーなん

かによって子供たちのケアは十分されている

と思うんですけれども、特に養護の先生と

か、いつも関わっていらっしゃる先生方への

ケアとか、そういうものがあれば教えてくだ

さい。３点です。 

 以上です。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 ただいまの

委員の質問でございますが、まず、今回、10

月に調査をいたしまして、不安や悩みがある

という生徒が全体の25.1％、４分の１近くご

ざいました。 

 これに対する地域性、これは、特に確認が

されませんで、大体同じような状況でござい

ました。 

 また、差別やいじめ等が発生しているかと

いう件につきましては、本課のほうでそうい

う案件は、今のところ上がってきてはおりま

せん。また、これらにつきましては、そうい

うことが起きないようにということで学校の

ほうには通知を出しておりますので、今のと

ころ起きていないということでございます。 

 ＳＣによるケアのほうにつきましては、基

本的には、希望する生徒たちにつきまして

は、全員カウンセリングを受けるということ

で進めておりまして、養護教諭あたりにも質

問等が出てきておるところではございます

が、ＳＣとも連携して取り組んでやってもら

っておりますので、養護教諭あたりも、話を

聞いていただく機会はそこで確保できている

かというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 

 差別とか不安をあおるような具体的なもの

は出てきてないということですが、もし出た

ら、皆さんに各学校にこういう事例があるの

でというのを丁寧にお知らせして、そういう

ことが起きないように対処していただきたい

なと思っています。 

 今後とも、いろいろな影響が出てくるかも

しれませんけれども、しっかり見ていただけ

ればと思っています。 

 以上です。 

 

○前田憲秀委員 私も、全く同じ質問をしよ

うと思っておりました。 

 学校安全・安心推進課さんですけれども、

12月７日に、多分委員の先生方にはファクス

が来ていると思うんですけれども、これもぜ

ひこの委員会の場できちんと報告をしていた

だきたいなというのがまず１点です。 

 そして、私、このグラフを見て、令和２年

の10月が、不安がある人２万7,000人余、令

和３年の５月が３万3,000人余、先々月です

か、令和３年の10月が２万7,000人で、10月

の調査を比較すれば、増えているんですよ

ね。この傾向みたいなのは、何か分析をされ

ているんでしょうか。そこをまずお聞きした

いんですけれども。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 まず、今年

度調査をしたのが５月と10月となっておりま

すが、５月が第４波のやっぱり一番ひどいと

きに調査をしておりますので、数として増え

ているのではないかなというふうに考えてお

ります。 

10月の調査につきましては、第５波の収

束、終わり方のほうに調査をしておりますの

で、こういう結果になっているかというふう

に思っております。 

 ただ、全体的に不安を感じている子供とい

うのは、やはり発生数、そのときの感染者数

によって左右されているのではないかという

ふうに考えておりますので、その辺の心のケ
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アにつきましては、しっかり見ていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 いや、私は、５月じゃなく

て、去年の10月と今年の10月は増えています

よねという指摘なんですよ。そこは何か分析

はされていらっしゃるんですかという質問な

んですけれども。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 前回、前年

度の調査から比べますと、この10月の第５波

の影響で感染者数がかなり増えておりました

ので、それに対する心の不安、自分もうつり

はしないかという不安が増えてきているので

はないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 すみません、あんまりしつ

こく言うとあれなんですけれども、頂いた表

は、５月との差で5,500人に減ってマイナス

５％という表記なんですよ。ということは、

少なくなっているのかなというイメージなん

ですけれども、今の御指摘だったら、５波が

来ているから、５月と比べても本当は増えな

いといけないというような勘ぐりもあるんで

すよね。 

 で、私が言いたいのは、不安に感じている

児童はやっぱりいると、この特殊なコロナ禍

の中で。そして、その内容で一番多いのは、

小学校も中学校も高校も特別支援学校も、や

っぱり新型コロナウイルス感染症のこととい

う報告だったですよね。 

 これも十分理解はできるんですけれども、

コロナ感染症のことの中で、どんなことがや

っぱり不安で悩んでいるのかというところま

で、まあ大変でしょうけれども、そこはしっ

かり見とかないといけないんじゃないかなと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

○野崎安全学校安全・安心推進課長 このア

ンケートにつきましては、現在、コロナウイ

ルス感染症のことということで出ております

が、スクールカウンセラーへの相談ですとか

養護教諭への相談等につきまして、やっぱり

自分が感染するのではないか、家族が感染す

るのではないかというふうな不安が多いとい

うふうにお聞きをしております。 

 質問の中身につきましては、今後また検討

していきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 私も、頂いた資料の中だけで、この数字に

隠されているものは何があるのかと一生懸命

やっぱり考えるわけなので、執行部の皆さん

と意見交換で何か感じるものがあればそれも

納得するんですけれども、まだまだ見えない

ものがあるような気がしますので、そこはし

っかり注視をしていただきたいなと、お願い

しておきます。 

 もう１点だけいいでしょうか。 

 ９月の議会で、千葉の八街市のいわゆる飲

酒運転、危険な通学路の点検のお話をしたん

ですけれども、あれは、10月末で一旦まとま

りますという何か認識だったんですけれど

も、野尾理事、そうじゃなかったですか。違

ったですか。後で報告しますというふうにお

聞きをしたんですけれども。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 今各県から

文科省に情報を上げまして、文科省で集計中

ということで、この年内に公表されるという

ふうに話を伺っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 県の分はまとまっているん

ですか。 

 

○野崎安学校安全・安心推進課長 今文科省
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のほうには報告をいたしております。 

 

○前田憲秀委員 ぜひ、県の分は、熊本県と

して、この教育警察常任委員会でも、何か特

徴があったのかとか、そういうのは早くテー

ブルに上げたほうがいいのではないかなと思

うんですけれども――そもそも私は、この間

も言いましたように、これは飲酒運転が原因

だったので、もう全然、初めは違うんですけ

れども、それをきっかけに、安全な箇所があ

ったというのを調査の上で決定できれば、そ

れはいいことなので、そこはしっかり、書類

でどうこうというのではなくて、県下の問題

として取り上げることもどうなのかなと思っ

ておりますが、何かございますか。 

 この間、報告しますというふうにたしか聞

いたものだから、まだまとまっておりません

ということでですね。それは、特に書類的に

はないんですか、県の実情みたいな。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 文科省から

県におりてきたときに、県、そして教育委員

会、そして警察、この３者で合同点検をする

ようにというふうに通知が参りまして、点検

結果を出しております。 

 中身につきましては、すぐに物理的に修理

が必要な箇所、そして、学校の教育現場で、

教育の中で対策をする箇所というふうに分類

分けをしております。 

 これがきちっと表に公表できましたなら

ば、本課としての取組等も考えていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ぜひ、早急に対応しないと

いけないところも含めてしっかり検討してい

ただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 ほかに何かございません

か。 

 

○田中会計課長 すみません。先ほど私が行

いました質疑に対する回答につきまして、一

部訂正をさせていただくということでよろし

いでしょうか。申し訳ありません。 

 先ほど田代委員のほうから、警察車両購入

費の財源につきまして質問がございまして、

私のほうから、全て一般財源というふうにお

答えしておりますが、正確には、一般財源の

中に一部県債を充当しておりますというの

を、回答の訂正をさせていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

○吉田孝平委員長 では、訂正をさせていた

だきます。 

 

○田中会計課長 ありがとうございます。 

 

○吉田孝平委員長 よろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○吉田孝平委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第５回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時５分閉会 
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